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白地問剛細醐IUIIUS憎書評論文川＂＂＂

韓国と日本の家族に ついての一視角

一一躍世錫馨『韓国農村社会研究」をめぐって一一

はじめに

緯閣の農村研究者や家族研究者には，日本や中国との

比較によって韓国自身の姿をより明確に認識する，とい

う比較の観点から分析を進めている研究者が少なくな

い勺 j干背が最近目を通した：t宅計教J交の論文「韓国の血

守主慣習に対する一考察J(ii 1 ，や亨光司立1'歪の『韓罰家族

〔＇）溝泣分析』（注 2）などもその上うな視点をもっており，

.，；，，＇；もまた比較という方法を援用しu 、，；~， 0 比較という

方法を採る場台，とくにそれが具なった社会問の比較で

ある場合には「実態Jと「規範」との混同がみられるこ

とがある（注3）。 「実態」と「規範」は強い関連をもつも

のではあるが，しかしながら両者はイコールではもちろ

んない。本稿においては，僅教授の新著の内容を紹介し，

そののち著者の論理展開と関連5セつつ比較をU寸問題

に関する若干のスケッチを試み〈λだし r

(i主1) 嶺南大学校『iJU；；丈化研 iUi 河1H6輯 1975 

Ci七2) ーっ志社 1975与っ

（注3〕 『アンア経済』 第16巻2ひ（1975年2月）掲

載の拙稿「II4ト・，：nJ鮮における附侠概念ω比較試論」

で謀者も｜白j十五，｝） ぷリをおかしている。州制にわL、て斡

闘の家族の茶 l’J!ll.Tをえとりあげ，＇f守r n例外を除1，、て

l＇［寸戸養であると述へ ！・ 1 ・:, ソ，，， ,1 ・／：信技宇トミ1U事：fl(降

、L十川時代のI庶民階層；・＇ i引 F ii/ t'tマ jト測がかむりあ

にしを立証している。 1,,J,;J¥'>'';'I悦：｛，；，実証的研究j

（；＇稼住l法制j史•jl(』 法文；1 l974 ij ）む 11.，万。

本書；の箸背である崖在錫教授は悼国農村の社会学的研

月草 山
部 れ夫仙民

・,r全iえもh'i)Jl'i'Jに行なっている学？？の一人である。 1975

年に出版された本書は，全体で600ページを趨える大部

なものであり，僅教授の20余年にわたる研究の現時点で

の集大成といってもよいだろう。目次を紹介しておく

と‘地域集団，家族集団，同族集団と親族，利益集団，

＊利集団、僕村階層，班常関係とその変動，農村の権力

i待五＇，， という自主雲かt、構成されてし、る。この草川編成か

らなご，再'/ffl本書が韓国における農村社会研究の一つ

のJ,t;1＼り：となることを狙っているように出われる。少し

うj;＇；，， た比））をするならば，口本の農村社会P手作の古典

である故鈴木栄太郎教授の『日本農村社会学原理』に匹

敵する位置を者・者は狙っているのではなかろうか。それ

ほど気迫のこもった示唆に富む力作である。

本稿では，主として最初の 3章を中心に論じることに

する。その礎自は本書があまりに包括的であって評者の

力量が及はない，ということ，そしご支た＂干者の主たる

関心が前半部分にある，という点に上ってL、るの

II 

第一軍（地域集団〕においては著者はアメリカにおけ

る地域集団研究史を忠実にトレースしたあと，韓国農村

を研究する際に基本的な単位は何かを自問し，く部落＞

とかくマウノレ〉と呼ばれる「明確な独立性をもち，建村

の人々の殆んど：全部の日常生活がその下に営まれている

ぺ主した地域J(55ページ）が存在することを認め．それ

を［［！？係部落j と呼んでャる。それは！農民遣の一つの

t'I足的な生活践であると河持に独立的であり統された

組織体を成している地縁集団J(56ページ）であり，「あ

・J.ど地域における独自の生活規範（社会意識）が存在

し，この規範はその一定地域に存在する人達の行動を自

足的に相互制約をなしているJ（削ページ）ような範域で
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き；／，d）てfti/JJ＇.＿て，，、；J と；：ic斤；tyえ｛＇，／；ミ;iL－＇.，て、 h）；う白・10 

三；土.r"-t土佐k'.:dも士「 i'l：＇.！，十「 t とし、う＃te合、クJi窓｝！！を慎点に

避けて v 11 ＇.＞＇.！，；祁i存｜とョう；j）［ケ、主＇l'L'.q]Lたのどんうか。

｝干 (I；よ，：，：＇／ [4~ ハ「：·1 かtifii;'iL 刀‘ II 本：I) I !'I庁、村Jと多〈

) ti：ぐl己点

・c I，、己う しかし庁古ーのfIt念！~ ',;Jのj花火、ハJ1i!;:1は、 j：汁、教

nがLセ<7)1刈.（≪（＇.1H<c；二J日、て，主lt分かの十llr主セE訟のなが，，

L・:OJ鮮のH，存士「 1・1f付、「！と判定し（ I：、 11,HJI’だから

＃さlil主jL／ニ附与をその Eま＠HJし／ニ， と＂イ I｛）［＇）＼：＇），髭＇(t

l二社一1－るj止：l'IJ，二 ，！，、ン：五百tt I II ,j;:c">l世史凡τ)l'JI主うj'+ii 

）‘その片1/p ，＇，／＇｝；こ mt~~ ，士 L 、く心 Jw,j)）ぷ九‘ t 、、と L ぐ t,

これ士Nwq乙7〕／tと［とi'i'.J中：K，こそ行主主iiZ!HlL fこといよ｝こと

は い τ され↑＇l<:•J;.i書をむはなか乃うか Lらh～！）7,.-

〆） とJjιドIJL、 ！［｜本｝） IH'/r=.乃 l'ii1＇） であふく ll~： fl ＞を

日J」と伝統が呉ふる仰iT.i(i) l J,存；こその仁 i、j出im Lいいi

~，~J]J~J，士｜；付 I j－するというf虫：＇.［合、.fl:''':,1：は ＼U：士rない l

17L, Lー／）！こ，）11H;，干してL、心コ汗 ，＇＼＇ U）こしFノit'i_1f(fょ I＆；~~に，;r

者l.tbw11c1：二 r't.'J士天 Lfこ喝、 η ，h♂｝く ，.（ 1¥ i，仇オ；n1ι'zC')

,;;11！＜午＇ilf冗における I刊かiI Jと、ろn.z：を iI ド；こお：j／：》

それと比較し， このt?fεのそし.， t士山JI：ーし／〉初fa+UI’；f、

，｝）；週月l；こ日：：J符をf卜Jたことが札－：：，＂ i . H, 1，教v：：のl；呪

/1洋TJlj’？と土 l【lんが rn牛；i＂；村tr:.ζ，＇＇／：D;U1l!Jでftし／三 II本

:, j下」 とL、・＂Jl:Jf,i，士論111'11'1:r rt：を了心、てヰyjf!i'I＇に

j玉K1;1 ~- ＇ことき り泣；l1;; i':(Jに大きな疑問そベ LtことLえ

~c :['.'f/1そも述、二、ふが，的十：干＇，：＋モイ， t ！三i,JI i'U.t＂壊の
J(;I品、i/CJ' g;i史的fl/H'l,c強，，吋Lて十二.， L ，三が.＇ ζ. f~ 本

教；，'J:(7〕軒..干； t与】；， ・c・ , I l本，＇.＇kHr lニミ／ IJ;( f~l1J ごわ.，

-M:.t11'J九：tよ1,J;1こ＿；j,fごノ 「J:'；村j！ こ＇'/: I!/ JI!' j ('it tよ

1 ',, f j :, ＇ぷし’二 IJ本 とし、り lilf，とJ)l!,/)1''.,'1仁（i'Jともし、

え；"yl主主主，， ii）そこれ CL 七｝とどき守 9'.71ミ~＇. J"i" の刊（i,'(:

iJF’it'［土2、l宝にそ〔l)j＼）（，.さを失h主るをえなか にのとあ

るJ 鈴木f'l.十＇）＿：｝〕）］）｝；，了前か！耳友情；これ会科子グreふれはある

11ど，そこに.fj＇.て！仰点 tAl rて ll':t之：の必 IIJ ，~（tこI）依4¥

fこ態I'[;);Jご、質fこ たvt寸iであイJ勺 1i＊＇な十Q,，；：， 二山指f必：土タト

IFlii!I 冗を，.＇..：オ「［グJ ／~主 pj'J.，以しど比十 1 ， し＇ 1 :' h7, ・),, 

1,: f'，；土;;11:+i十l会分析のl,t;j,i'1'Jlji.1:1全・ i'I ？！ミ];ii，存 iとL

.!= t,-:, i_.う ・-!JJ)h.1,;i'(J'ii./立しt＇京民 Cふる、 こす〆J〔 広：

汁；J＇%，持；主日 j；こ〈！と可決H家民、＇）院 ）J：持it.没；i1J,;,;t,

機能に分けてJ命じ口、ろ J 十1「力十蒋）を（｜｛｛力：存！，立E1イ、う伶

,il: i士pc州 erにtruぐturcell,',_ 

♂） f!',j題を J~u じる J詰 ：，に 1在力＂.＇，、う1.：：ιi
1，思 h一，，】 H;1-！二 L，こ，IJJう；J自L)Jて；工f；ンノ，》 .. ｝ ：、r :_ A、L40.: 

『 8

f,:':;-0；上院｛丈 仰f;iiltiHこもt-'Cおく）に l~，I L亡ft，仲間

Cl)j i古II；存刀、九J:J;1｝家／j九 二代イT両c1f/1＼’ぷINフ ·•fl:.:fr/\2i間三f

B主，，J:l'Jl家肢をと分析の対象としし 1_-v・汁urn今 'r'i'J '~- 

t?i:, iiと7と肢に間十る；ri1w結果を），li礎1 しご，：；J;f1i!:,_, iU1H I 

C L、心。それにに;Jt(仁川向vYif!j¥jt:z_ v吋！1）］の＼，Y，むか

じないたんii'！！とがut I i'I W i'l'J 'JJ Ni：，託行， Jf1'.I J (autc,11向mic

hus1川町！べl，》minanltype) ( 11 iヘ」ン i、1！＼系京！Aに.LiV、

てit i'I { ~YJ'-iddiff:, J＼空 ! （はut,momicfamily-Ii印，d-dけ－

min:inl I vpc) ( I Hi・，ー〆〉であノ1、 ". l ;:, ' ）＼行；tiを

r'，・（’Jh.; ；，；こ才；ljノミ依）J('.[f,)jを守（＼＼：I，＇’J!UJ；三!VJ述.＼ llて〆客，L、

』J占［）ご、、ど》ハ Lカ、L Hi一f

L ／υ℃ l治一；;fLI主＼ 上＼） .t3 l, I_旦，＼、も＇：＇.↓ L芯、；¥¥] ,, ;/ I♂／，ο！）：；よf

かろう A込 Ci長述）。 1；ミjcJ・家旅の？史｛1jト＇1,ii'i：て／ )I‘、て；L J寺：

了l~iM1l1. ffり，：，絞済活動lこ，.，，，、て犬／；,i＇；京1i¥:, 1i＇（デi'dピ快：こ

うyけ一二,,:,, 七日、九農村家約；の機能にいっしては，曜休iIt 

irr :z .り！一九忠清F!'ii立全羅南道各 l力所の，;l-4部活につ

いてffp¥'.!iiz1)1fとiをそ比較しながら詠じてLハミタロ

次にお：n；γでit[,?J吹集団土iilti；につし，て論仁じれてL、

<'.JC ,:,}/fl；.出会のl,Wf,占f理解するためには1,,1侠1f同のおi’1t:

がf11I宇くであることはr;';]1J1の壬おりであり‘下t一月（えとの

う｝里子び）＠究のお 人千：でi,ある、｝年計に上jLit，同助、f,fさ

は＇： :t「父系の特l吹集団ぞあ ＇） て、 if九むのには1,,Hll万一；：；］＼＼

をも’＞i1i]il'!11.Ji>；の ＇！；P.,'i'i!!iJ:をttifff.J(J'lfiページ）するもの

で，hペ＇c, ,if ・t；；土U11iL IH王ど科目のik,hとしとの同依悦

念：土iは，］I］さjL ~：， .ζ2' ・，：＇ふることを｛？を！日 Lf三が汁 3l, 本出

C: it ' l,~J)jt;'(l\;';A: lど i1,w1tim，存！とし＇） Iり，JIJ. , i"J中jl::: 

1 ：－；：，、初会 J とのぼりi ］ σ川区、i~ という flitこな概念！く可ljが説か

！いとL、 •CJ C tiii/fの！り；I］♂） ~；！準；土 i,.Jlit ＇とLての11ミは（J'J行匝iJ

v) {T！日そであり， iを・1¥(iJ(t!,<:jL:：土j也Jit'i'JfょIll咋の11'.H/丘三、令官

能川／＼］I'llである内この；，＇fにJ 八、て｛｝後述すとJ0 

本山マハl,i]J/,'.1土iォiノiょJ!iC :t l':ずその；＼＇； ：，範聞が』；命じムれ

てい，：〉〈 ｝与れに上jLifH政当：fljには“地をuの結f了、η範11+1

がふ ：， とuうη ＇）士；） , (1 ！分’，；ミ Lた；y己弟vi1.t,ミnt1三1;,;;;.w,

士ll:!11］；’itLどすごpぬYficnr,;JtU:i昨日；'f,;！，ピ範u月と一；・；：；！，，Ji/,,

:, .ff!¥ ・I' Jを：rm丹iとすt,i,,J/1丸、 '51i11之引lをq】｛

4芳、に：.;, i,'lil；見，：，At;:, :,.Jtf包、、（6：牲と本合’［，，JL ~ -./・s:,[,.JIA、

·c.~, ,:, r 二＂＇＂＇で Li三！、（3＼び）11｛］民社、Iii力；J,{ 1, I 1'1を，＇i'.Jf （昔、

Ill Ch 6 ＂，、う (20円、ーン）。；＼’に、 iぃ，］IA官、iI¥ J; ilL¥,t三

！桁it.こ!Vollて；丸庭内「7j道，ny,,J•.JU~l'.J ¥.: ハ1,J仏、住〔！！をその

分析M魚と L，そのお＇JlffそもとにI¥令,:1色合IJ".ir:L て＇，，

託行l土特mのIi村＼：：：h上り ιf:,f['.(JJJ] C：わら、こし、う c

/ J t iJ「f,,J/;¥)itJlc！ぃJo中llf--Jこけす；：；＇.＇，宅配をその司；心配 J/fh

(,1/I険土 Lてが』び,l>,.,'~'-1 しと，，，る＼i三、ii （：，：らHこーン）で



Ⅲ

1976030081.TIF

あるわそれゆえJこ同族集団の財産（主生活の相互扶助のた

めや、貧困な同族員の援助（こ利用されることはなく， jー

として墓祭とこれに関連する事業に使用されるのであ

るつこのよろに l司族がMよヲも祭犯集日1であと〉ために，

主活集団としての機能はきわめてfffi薄て守ある「民業生産

のために同族問で共同作業を行なうようなことはほとん

どないし，理弔時の扶助や共同も｜浪られた狭い悶族に限

「〉れている F 「峰国の[iij悦；；土生産の集同でないことは勿

論であり， 13常生活の協同や相互扶助の機能的lはそれほ

ど明瞭ではない」（268ページ）。｜司族のいま一つの大き

な機能は祖上のま会的地位の世襲でふり，そのと／J）＇こ社

会的地位の象徴である神道碑・九忠閣・孝子碑や桟譜な

どの発行に同族の財産は使用されるという。以上のよう

に‘調査の結果こよれば という限定Hきではあるが，

韓国の同族の本質的な機能は，①祭市日の機能，③社会的

地位の世襲ないしは維持の機能であり，経済的協同機能

やその他の機能 l主派生：＇1(1ごある，ということにな＜Jo

次に，同族の特徴を日街じるにあたって，著者は日本と

中国のそれを比較のために援用してU、る。東洋社会の耳P,

併には韓・ ll・中の3カl王｜の検討が必要であ；） ＇そのこ

ょによって杓立の類似ヒ去異が明らカ‘になるとする。同

族の構成に関してはまず非血縁者が同族集団の一員とは

ならない， u、う点で斡・中は一段L，日本￥上＇fl,なる。
L たがって11if(f1'i一種♂）亡Janま／に；土 lineagじであり，

日本の同族はそうではない， という。第2に婿を皇子を J

J ［.今 －？－Jc 土して，男系i.1;u霊は韓同においてj【~ i，徹底的

にn徹され）ごねり，日本において11店L vs.lv、。二♂）ととは

禁婚の範聞の広狭によっても説明される。第3に，同族

集同への折属グ）人為性と，，、う点でい木ポ最も人Yo！＇印であ

い，韓国がわt も運命的である。第 i にj也縁性び •11\J題では

日本が最も強く，韓国が最も稀薄である。第5には日本

の1，子j族は生活年固として機能するが，緯・中におし、ては

壬うではf心、等々で点、勺一次に 1 ，~1j（結合の 'I ：心iこ衡し

では，日本は長嫡子の相続原則があり，また単独相続で

ふるため仁木・分家がr.VI確でかつれ済的基礎｛：安定し，

tfl川のそtt:t本家中心lおがなく．セた相続 U'.J分であ

るので族長は世代主義によって決められ，それゆえ中心

が安定したし p この両国に対して町長.J，ま直系10'!色と世代

i義といろ三つの結合IJ;¥f'J！をもっ口、るために，宗家と

族長という二つの中心をもち，族長は宗家（孫）の後見人

的な役割を果たしている｝結局「日本の同族は農業生産

をi：目的とする一つの非 Jfll縁地紋集団であるのに対し

て，韓国と中国の同族は農業生産のための組織とは関連

がなく， iとして租ビ；i拝をなすための一つの血縁集団｝

(292ベージ）である，という。また， j司族の)j＜.位にI¥¥JL

ては，日本の場合は家であるのに対し，韓関のそれは近

親においては家〈たとえばそ「l.大きな家，手名忍・ 4、

さな家など），遠親におし、ては何人（族兄， ／j本叔など）て

あろう，という推論にとどめている。

次iこ1'Jl快の機能に！喝しては，部落との関）主を重視し、

四つの制型、すなわ九①部落内に父系親だけが居住して

いる場合，⑨部落内に父系親と母系親または奏系親が共

ft. していろ場合，③部落内にfま懇親または長系親だけが

I河；住し口、る場合，：.i.：、店名落内；こは父系親もj;j:系親〈主系

税）もいない場合，に分けて論じられている。 3部落の

調査によれば，①のケースが大多数でありァその場合は

社交・生，ir.家事協I弘儀礼的関係などほとんどすべて

の生活機能は父系親が担当し，母系親，姿系親との聞に

l土一種の隔離現象がおこるという。②，③のケースでは

部落内属れの親族が(i)のケース父系親の役；i討を代位し，

④のケースでは儀礼的関係を除いて，部溶民との関係で

補充することになる，という。

第4.y,・以下も示Ii授に富む分析が続くが、 111’＇＃の紹介は

ここまでとし，少々コメントを.／JIIえてみFにい。

Ci:1' 1〕 たとえば「刺鮮の農村社会集団について」

〔『鈴木 i、太郎普「1'11U第5｛主 未来社 1973年）孝、問。

C: :' 2) J出射j 「；；：木栄太!':Ii『【沼鮮主主村山会の研’JU

,lf di'」（『アンア縦済』 14を10¥;・ 1973年10月〉。

Cli' :; ) 担Ii恥 I11本・中）Jir,(c_.!5ける e j 参煎η

III 

さきに日者i主事事l可家族の権限停譲の問題をより突）込

んで論仁てほしν，と指摘しておし、たのは次のような山

由からである。鈴木教授の指摘をまつまでもなく，家族

の構造計l詰じる場企に家族周期の分析は一つの有効な視

角であノ；〉が，濯教；交の分析には具体的な年齢にまで触れ

られていない。具体的な年齢構成が明らかになれば，家

族周期との関連で隠R制といー，！：問題もその射程に入〆 p

てくるのではな主 ，T，うか。従ヰこ，韓国には隠！is'剥が無し

とされていたが（注 l），日本の隠居制に類似したものが発

見されつ＂）あると 1，ぺ（it2）。；rドItの経験でも大路近奇［＼o,

農村で80散を越えた、＇1±が，長男に家長の象徴であるーI)'

ラン・パンを譲って，隠居屋ともいうべき別棟に移ってい

るケースを見たこどがある。日本では各地に様々の形態

の穏肘flil）の存在することが報供されてお k それのもつ

立味は，あるH寺期に家長が村の公務から退き， 命般的に
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はそれと並行して家の実権を成人した新家長に談り渡す

ことである（注3）。この時期は普通，家長・が60歳前後，新

’i長ポ30歳f1な伶どいわれており（注4人「民業経析が家族的

労作経営に於て滋まれているという条件において，・・ー・

一つの農家内部において父を中心とする家族構成が分解

.IJ、子を＇11心、とする家扶へ推移すらことを死亡によっ

てではなく生店（f:c:卒直に認め］（注51斗よとであり，農業

経営への適応の一つの仕方なのである。このように日本

内史家の直系家肢におU、ては，父豪，！が60歳前後司店、子が

:JOJ;°:i:[fij後に江、、て家族（＇）樹被の構造：土大きな勇： 1じ3：みせ

ることが多い。

ところで， .)¥; r,の分fli＇こよれば，持川の直系家快の権

力儒泣は重臥ば，1？：：売買の決定におU、｛：ωι%t土父が決定

権を持ち，父子合議は11.7%，二壬が決定権をもつものは

7.2%にすぎな十、また， ll＇~ F分担仁WIしてもうくが56.5%

ふけ，子l士207%にずさti:,、（111，：ージ〕。－， Jり，

「父を最高決定者－とし，性別と世代分系の伝統的な規範

にfr.制lするー l司律的余J;:f,創立型の守完成J(ll!i・＜ージ〕

たの 7ある。二ぴ）ょうた令＼!i結果方、二；E上述Lたkうな

！日い世代から新しいf吐代への権限の移識とし、う慣羽化主

れた回路を必定すること；立むずかしトc ヅJ，宇4光表数

十王グ）十円摘の上うな事実も存f十する。 どすれば， このごつ

の事実はどのように結び合わせて考えればし、いのだろう

か 事著者により一層の貝体的分析をお願いしたいp

，）：（：同族に問：てで寺、るが，控教；をほ本書197～198ペ

ージにおいて「同族部落Jと「向性部落Jとの概念的［五

叩lを提唱していろ。この新党な区別jは金宅圭教授の「 1-:f

本プ）1,;・J族部活と区別しど1,;1性部作、：II子ぶべきではなも、

か」（桟 6）という提案を否定しているように思える。また

一方では同族Eいう概念が韓国と中国においては clan

もL・ノは linectgeであ j てう日本担｝｛？のとは異ならとい

う指摘もある。そのうえ，韓国の同族と日本の同族とは

その様相を呉にするということは著者の分析において明

らAaヴあるn 三寸れば， H＇教授は会談段の提起をどう受

け取っておられるのだろうか。 {iz教慢の提起に対十る:iF

qな回答なしに，新たな概念区別を設けるのはいかがな

; ＇引戸あろ ・11k 住教？乏が鈴木栄太郎yえ授の概念満期に

関して実に慎重に，かつ厳格に概念のは別をさhCいる

だけに，明確な概念区日Jjとその適用を評者は期待したヤヲ

再ユずるなム （：f, 樫教恨の九一細な分1lrによって．結合の

原理，組織原理，そして1有能におヤ C1J,j国の同／j主には顕

著な相違があることが明らかであるにもかかわらず，学

1 !1 I r,;J一概，l二てlif'l;fねtfif.：） ない，.f![l,,(,,1＇！＇）な根拠 tiどこに
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あるのだろうか，ということである（注7）。

第31ζ同族の構成単位は近親においては盆（家）であ

れ遠殺においては偶人である、という推論に関してと

あるが，もしそうならば同族の中心部と周辺部で構成単

位が異なることになる。これはそi;J ，サモ~という表現

を重視Lすぎているがi果なのではあるまヤかη 評者仁i.t 

結合の中心を宗家というよりは宗孫であると拾えた方が

正確なのではないか，と思Lえる。そうでなければ，祭遜

という似人の世代を問題とする｛出しの意味九‘うまく説明

できなv、のではなカ‘ろうかCtts'c. :tた，格1／，汁if立を偶人

と考えなければ，葬者の同族集団の概念規定ともなじま

ないように思う。この上うな111］旅の構成単位の相違とし、

う問題i士、持国と口本の家族憐迭の問題とも待；援な潤係

を持っていると思われる。

(ij:今 i〉 鈴木栄元、(U¥ 前掲散文 76ページ。

(it 2) ソウ JL J<学校李毛市教授の竺れアi，によるn

キ教ナをは隠府市！類似の制度を溜尚道を中心に精力的に

調売さ .itごし、る。

Cit会’：l) 竹lEJI Ii「j，：俗慣れと iてのお11；ノs研究』本

来ti 1964年 7ベージ。また，大間知熊三「隠居家

族制lについて」（『著作集』第 1望書 未来社 1975年

288-29:_lページ〕考！”。

Ci主4〕 中尾英俊「都rh近郊における農家相統一一句

悩阿l尽背柳村水問地怖の事例一一j〔『農業総合研究』

7巻 2乃 1953il三 211ベージ〕。また，中村治兵待j

「農地相続をめぐる問題」（『農業総合研究』 6巻 lザ

1952年 119-120ベージ〕。

(i::lヲ5) 中村 1,i] 上論文 129ζージ。

〔注6) 金宅三世 fF柱アジアν同事長共河体・ 1締罰ーい

わゆる問狭部落をめぐる若干の覚え書」（Ii'講座家族』

第6笠 公文堂 1974年 58ヘージ〕。

Ci主7) 認i稿「 Li本・申!ll!Hにじける… j で評者守よ

朝鮮に t;l、ては同姓集団もしくは悶姓放という令官諮の

fi Jll :, ＋：己！目した。 72：ージ。

(it X) 君主jさにI¥C＇ては本， 1;2:l2ベーノ 主たfi¥if(主

Ji，）上論文 70へv シを参照されたいの

IV 

冒頭でも指摘したように，比較が行なわれる場合，類

型化されるために極端にながれる場合や理主！｝＇＿＼空が比較の

ー方として論じられるぬ合がままあるように思われる。

本書において窪教授は日本の直系家族においては長子の

山内相がしがー般的であ Jたとu、うさとを前Hlとして論理j!
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1:(;Jlみ立て l司、Zように巳われるが，はたして実態はど

うであったのだろうか。務干の資料でもって検討してみ

工ろ。理，，2_11ゆ目、えif時系列tこ沿J Iて資料を提示するこ

とが望ましいのであるが，手持ち資料の関係から二つの

II＼｛（に限 i'.,jもさるをえない。まず戦後の例から見てみる

よ，昭和よ7行三（1川＇.！ ff-) 三4：：年（1968年）に大規模な全

｜週澗査が行なわれている。それによれば，長男があとつ

きになってL、る場ii＇／）＞各々州 .5%,li5.7%であり， JI＇長

男子が 9.8%, 10.0%であり，；菓子が9.9%，日.6%であ

た（注 1',, この宮司；＇i'ポはーイ、息子のJt，；合もiえりに算入主

れているので，長男以外の相続比率はもっとi向いと忠わ

れわ。このデータによれば，長男相続が全体の 3分）） 2 

f'i' l工であ，うことが）11られ！，ゎ次にR'if＼；をさかのぼって江

戸時代の資料をみてみよう。大竹秀男教慢の分析した畿

l叩H+I八・，1;::11花賞r1:,・1資事lによれ打、天明昂咋～寛政“

年（1788～例年）および天保 1年～慶応3年（18:30～67

q Jの当H・／）全家lli；屯のヂ、← 7が与えられ山、る。どの

125事例のうち，男子の相続はssft‘であり， 士のうん長

男は43tヰヘ通例美子が 8件‘吉年養子がl：，件，入ょた養子力2

(' n, i大 リjが 4ii句父.'1／..弟語、 （，わせて111f牛，その

他となっている(I',2）。もちろん，この 1村の事例だけで

寸ーて推LJillることはでき 1＼＇、が， J:fl密かじ 2りて長子相

続制が確立していたとは見なしがたい。大竹教授は「嫡

山日男子（士w定相続人たるの地位をtiめたE1,1/して上か

ろう j(!l'J Iとしなが心む 1家相続の＇R際は・ 筋み九と

しでは家系を継続する者に家産を糸継せしめたものと餅f

EれるJ t 4：とし，その後の：若作tと才31，、てい」）醤明！旅に

「すぐ家系を担当できる能力に基準をおいて後継を決定

「之JJ （注 5 とさえ，l~）じてU 、る門

一方，農家相続を経済学的に分析した小林茂教授は，

114ζの農丘三ミ族が民本的にi］、民経済に立脚してし、る止、に

注目し，農家の家族構成が一方では農家の所得経済を授

宅 L，同ll)f：：他方出土消費淫済をも規定しザいるとする

（じ Ii,0 ところで，川件経済をj見定する家族ヲJi動力の大さ

さの変化と，消費経済を規定する消費の大きさの変化と

i t可農民’ぶ：，ぞの発止に従 J ごそのま現＇J.＼を異i二していや刊

したがって， 「摂家の家侠矯成上の変動l士，その農家経

：叩における11J1得経f斉こ消費経1内との1'.firr：伏貫与をi村部点、＜＇，

切崩し，さらに新しい均衡状態へと発尽させ，またそれ

ぞ内部か，・，trち崩十円いうl'flF!Jを連鎖主せろー（注7）ごと

になる。、二日）変動Jと「農家の11!r得経済能力（生産能力）

が最高に昂揚する時期と家族の消費の大きさが最小に縮

,J、；るII年！引とがt草川 IJ, ji［＇.（こ l叶尋車、f；斉指／］が J，~Iま｝こ H九

Jるi待！りiと消費ぷ最大iこまで折、大する時期とがI{（複す

る」（注8）まさに「総領の15は貧乏の峠，米子の15は栄撃

の綜J!/( 9 であ石。この上ろに， f望家家紋i•;J場jの殺が農

家；相続を Aつの良n として迎給されてし、るのである。~の

ような経済的分析の結果，小林教授は長男の単独相続の

必然性と，次三 ~I.｝の他行1，女子の将ll\にあたっての婚資

準備等が何らの矛盾もなく並存し， 「そのためには何も

家族制度を云々する必要はない」（汁lけlとまで述べている。

さて，以上の検討から，一方には長男の単独相続が必

然的であるといろは解が存在し，そのうえ口本の家放は

長男のlji.51:相続であると十る通念も存在する。また －)j

には必ずしもそのようには言えない実態がある。ではこ

のような村！反する弘解の｛－F(1：ーをどの上うに論理的に理解

ナればよいのだろうか。その手がかりを得るために大竹

tf件を再び検討してみようっ

ここで掲げられている 125事例のうち，父親から長男

,,HJ続がたされたケースは41件 C:l28%）である。次に

と江主から通例養子・裂美子への事例が22f牛（17.6%入当

主から革委へが171!牛（13.6%），当主から兄弟へが7件（5.6

＇，＇~），入大が同 t く 7 f＇宇，その他の•j{{jtlはすへて 5%以下

である。 '4'・‘齢関係不明分を除けば，父親→長男の事例の

ヲち，父I見存命中に隠退という形で相続がなされた事例

はわずか13件，死亡によるものがお件である。つまり，

’家族周期がきわめて煩調に展開し仁父親存命中仁1'11続

が行なわれたものは10%強でしかないのこの場合の平均

十日続年院は父が日7歳，長男が32.l識であり、その年齢

i':S:i土33.6歳である。一方，死亡による場合は父親が59.6

歳，長男22.7歳であり，その年齢差は36.9歳である。隠

退の場〔？と比較して父方~：，. 1歳，長男が9.4歳若くなー）て

おり，年齢差は逆に 3.4歳開いている。このことから次

円推定が汗されよう。つ主り死亡iこ七る祁絞め場行は，

長男子を得る時期が遅れ，かつ父の死亡が比較的早かっ

た，と。－・，まり順調な家版周期か「）みると少なくともニ

つの点 Cl/.!JJ,還がふ Jたと見f，れる。次；こ通f?1J長子・認養

子の場合は66.1歳， 32.5歳となり，その年齢差は：，3.6歳

二なる。 三の年仲間係が父ちl→長労相続のrn;nの事＇.{ft！（二

きわめて近似してk、ることは注llに11ltーする。当主歩楽の

'ti刊が；t昨日tこ多いが， この場合は Ii'ーかれi住 ！J>れうr}\J の）［~

の相続が行なわれるであろう。兄弟相続の場企も，家族

同期が！順調な転向をした結果とは考えられない。このよ

〉に見るhらば，［Q;:l退にl；る父親 φ長男相続灯、外t土L、ず

れにせよ家族周期の運動の途中に生じた支障に対する対

応ポ種々の！序態引はわれたものと t¥l.hすこ Eができるの
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ではなかろうかf汁11.，勺 きるのではなかろうか。つまり，家族周期の円転が予期

iJ：；二， rrrlt114:J年の調査をみると，詳しし、分析がなされ せぬ時点で停止したとき，その停止！得点の状況に応じて

ている 5地点 C1地／1(tきわめて都市化の進んだ、地点な 想定主れた家族同期を維侍する方向で解決が社られる｛須

ので除外寸る）， 1()（）の事例についてみると、長男相続が 向がある，という意味である。

74事例，非E去りj相続が10－$例‘養子が5事例‘その他と では椋同の烏合はどうであろうか。本書においては韓

な〆ている。長男1日t,tのうち，陪；11に上るものが50"l＼：めi1], 同の伝統的家肢はi直系家族であり，それを権力構造から

死亡が24｛＇刊で， iiiJ者の斗齢関係J土']ZYJ61.7歳，：-i2.6歳， 見れば「n律的家長優位型jであるといわれてし、る。こ

年併弁は29.J炭であ IJ' 1迂Irの年院関係はti.'l.l歳， 37.6 の）；工だけを見れば様lRIの直系家族はH本のそれとそれほ

歳，年齢去は；l0.5歳Pあろっこの'tI:れでは大竹資料とは ど大きな去があるわけではない。しかし，それを紋及・

逆に Cf三怖が~j ：な 1 ているっただ〉この役？？を詳細にみ 養子炭取の点力‘ら見れば両者には著しい十II違がみられる

ろと，平J'.](1立でi土1、日段 ＇；le,てし主うが，初＇＇ iなパ弓、、ノキ (itl2＼たとえば，鳩努力1無い場合には養子が摂取される

がかるこどが四件7ぎれる C J.た非長男情的、η平均年齢正 が，その有資格背は若干の例外（注13)を除いて養父となる

は，二男～！珂リ〕空でクヲ｛叫がありながらお五歳であろっこ 人のfとふiじ俊行関係にある円子に｜授られるとされてい

の年齢差から汚えると，長男杓伐をするためには家族同 る。また，税同の相続においてJ1れ〉重要である Eされる

引の日転ヵ：早〈始主リナき＼そのlnJ荘、i'ゴドJと子干11校hこよ 祭，f,l:の！日続は長綿子が既婚後死亡した場合にはこ・三男

一て凋整したのではないか， と忠、われる。 以ドに相続されることはなく，必ず次の悦代の血縁者に

以上のよちた怜清から次のような推定が許されろので 引き継がれる。したがってそこには住教授の指摘のよう

はなかろうかc すなわ亡，， 11本の史家が直系家波の形態 に， 11＇［系主義と IB~代主義というこつの原理が脈々と流れ

をとりつつ家快己i;fio経営を行なうとすれば，家校内if齢 ていることは時J.：，かである。ではこのような家肢の家族

関係，博成人はの珂かんだえて，想定された家iJ'tl;';JWJが 同期はどのようにす雪えられるのぎあろうか。緯国では，

円滑に運動LたH}f;-1士長男が相続をJ-f'！（ャ授業ff；；；！；を •JI 家侠J;'i]J草iが円滑に円，1示しなかった場台には主Jl_t[の手段が

ぎfli'く三とカミ珂ヲJI守i，おり‘ γEた台f'!l10ごもあるr 上！＊ 厳協な規定I］の下にあらだけに周期の同復が医難であろう

の家校が長子lji.j虫干fl杭ごあるとするでえかはこのl盟主に とtffii!l!Jされる。また日本と！日i様iこFト良経営が一般的であ

出来するc と二ろが、 この辺,1.t,＼は現’だに！こ〉てしばしば るとすれば，経営のI厄の支障もまた大きいであろう。こ

打ち出される♂l 予防iされたし、時点で家民間関が停ILした の上うな観点から見たi両国の家族周期の概念は次の阿の

場合、その家の構成人ll‘年i鈴｜渇係からみて．従来の家 ようになる。この概念同は，平均寿命が65歳， 25歳そ長

！皮肉期とれも近似した）lラで問屈の解（）とが；；＋られる傾［（，jが 嫡子~1ft-ると仮定し、労働力の白ーからみると， 2り歳ぞー

あるように思えるο 大竹資料における美子・封建子のキII 人1lfiどなり， 50歳から徐々に低下するとしている。また

あUこおけう年的関h弘通長男・ i誌退の字削とili:{JJして十る 世代の維次とし、う点九、［＇，；土，第 2代には男子が無く，第

二と，年少，J）＇日、印：｛ちとJ」J印こ［主主が／11時lt(i(J；こ相続をな 4代は:-io歳でi三：fを残して死亡と仮定してu、る。

してし、るヱド｛予付ゐ多いこと、そして）t長男十iけ｛en.I坊合であ とのような仮定のぬf;-, I i本の家妓の対応としては，

ってもill:i'.'cAと被相続去の年齢関係Lilてりの.ll,7｛：；－のそ 第二代に女子があった場合にはお1美子をとったり，女子

れと大差がないこと tr.どから以上のように－：－i"，、うると応 に相続さぜたのちに入夫というJf－；をどろか，最初治山通

うc t(在子Iすれば『宋快11,J期の！日i'J［，；が予期せ司孟一E

て1亨」lL fととき、そ「ノ!iii中三H佐fマjする〆ら［11］で主J／.乙捨［白：が をするか，主＇'i下に兄五良があればそれに家を詰i主カ1せるか，

とF〕れるた＞／，i二？史十日井.＇it1・とキ目続手？との｛勾係力：a与傑な形企 あるし、；よ入夫をとるであJら弓うこの上うに日木の場｛；ほ

とって現.／ •i ，る；パでは／工かろ打力、とcιちろん， .rJt範 選択の似，つまり自由！支がきわめてl白；，、土ころにその特

の杓つ拘束性合全く無悦しているわけでftないが、ただ 徴があるう ー方椋i長の家族の場台には，第 1の仮定の湯

三二にお＼、亡，；r苫：土十：＼fr，むが岡純として貫徹Lえtn、状況 ｛＼＇には美子を壬るであ汚う。これは-/j'，｝＿行・年齢関係の訴i

mもとでの；，：.jlヰ：， tだ相続汗が多様な続柄を実態として 事そがう主く，，、けば日本の場合どい］じことになるn ところ

示していることの一つの日成11'.Jt;:,1tlijJitTはしてL、るつ が第 2の仮定の場企は， 5歳の長子の成長を待つほかな

以上のよとlに考え λれるとすれば、 IJ本の民系家紋dど い。 Hヰ；のj恭介には可能tiとして埋めえた空l'l（斜線部

運動という机点カ＝ら《状況拘束的》 EさLあたり］杉匁で 分）が待国の場（tは埋めえなし、ことになる。
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このような韓国の家族は日本の家族とは異なって，そ

の置かれた状況よりも規範に適合する方向で問題解決が

計られる傾向があると言えるのではなかろうか。この意

味で韓国の家族をさしあたり《規範拘束的》（注14）と形容

しておきたいと思う。

Ci主1〕 川J凶武宜編『農家相続と没地』東大出版会

1965年。農林省農政局『農家相続実態調査報告書』

1969年，および農政調査委員会『現代の農家相続』（「日

本の農業」 71)1970年などを参照。

（注2〕 大竹秀男「近世末期の農村における家相続」

（『神戸経済大学創立50周年記念論文集（法学編）』 1953

年） 316ページ。

（注3) 同上論文 318ベージ。

（注4〕 同上論文 310ベージ。

（注5) 大竹秀男『封建社会の農民家族』創文社

1962年 228ベー ν。
（注6) 小林茂『農家相続の経済学的研究』成文堂

1969年。

（注7) 向上書 161ベージ。

（注8) 向上書 169ベージ。

（注9) 鈴木栄太郎『日本農村社会学原理』〔『著作

集』第 1巻） 未来社 283-284ベージ。

（注10〕小林前掲書 198ベージ。

（注11〕 大竹資料による限りでは，農家の特高と相

続形態との関連はあまりない。

（注12) 詳しくは拙稿「日本・朝鮮における……」

参照。

（注目〕 3歳以下の棄児の収養は可能である。

（注14〕 李朝初期の王位継承は必ずしも上述のよう

な規範にもとづいているとは言えない。ただこの事実

は儒教の伝来・浸透という問題との関連で考えられる

べきであろう。

むすび

評者は日本の直系家族を《状況拘束的》，韓国のそれ

を《規範拘束的》とさしあたり類別して理解することを

提起したが，このような提起によって従来必ずしも明ら

かでなかった日・韓家族の相違のー側面を解明できるの

ではないかと思う。従来の日・緯の比較論でしばしば言

及されている日本の家族は「実態」というよりは「理念」

としてのそれであった。したがって，比較という論点が

十分に効果的に生かされないうらみがあった。そして崖

教授の労作もまたその例外ではないように思う。もちろ

ん理念の比較はきわめて重要であり，その必要を否定す

るものではない。ただ，著者の論理は徹底的ともいえる

実証の上に構築されており，それだけに比較として出さ

れている日本の家族が，論理として十分に整合的である

とはいいがたいのではないか。このことは崖教授のみに

その責が帰せられるべきものではないが，実証による論

理の一貫性ということを考えるならば，少し残念な気が

するのである。もちろん，評者がここで紹介したわずか

の事例が日本の農家相続のすべてを代表しているわけで

は決してない。ここに挙げた諸事例は特異例に属するも

のであるかもしれない。しかし，比較という困難な問題

を考える際に一つの可能性を与えてくれるように思え

る。すなわち，比較という観点から研究を進めようとす

るとき，種々のレベルでの比較が可能であろうが，いわ

ば「対応のグァリエーション」とでも呼べるような方法，

つまり，選択の自由度の比較という方法が可能ではなか

ろうか。このような観点を導入すれば，日・韓の直系実

族の比較においてみられるような，静態的にはきわめて

近似しており，しかも動態的（この場合は相続）には大

いに異なった様相を示す，という一見背反的な事実が家

族周期の運動という側面を通してみることによって，多

少とも論理的にその点の理解が可能であり，静態的にみ

た場合には明確にならなかった日・韓の家族の構造的な

相違の一端が明らかになるのではなかろうか。本稿にお

いては比較の方法についての一つの可能性を示すことが

できればそれで十分なのである。

本書はすでに何度も述べたように，韓国の農村社会研

究の上で一つの基準となる力作であり，教えられるとこ

ろが多い。本稿においては本書の内容紹介とともに侵教

授の研究方法から触発された比較研究の一つの方法とい

ったものを述べてみた。窪教授のご教示とご批判が頂け

れば幸いである。 （調査研究部〉
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